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特集　すべての女性が輝く社会づくりに向けて

暑中見舞広告

中央会の動き

　● 商工中金協力会講演会を開催 ～元・刑事が教える！ビジネスに役立つ交渉術・説得術～

　● 決算書の読み方と財務分析について学ぶ講習会を開催 ～鹿児島市中央卸売市場青果食品協同組合～

　● ミネラルウォーターの活用と販路拡大のための研究会を開催

　● 第 28 回中央会青年部会チャリティボウリング大会を開催

　● 小正会長が全国中央会の副会長に就任！ ～全国中央会が通常総会を開催～

組合のスペシャリストを目指そう！⑨　～中小企業組合検定試験問題にチャレンジ～

教えてぐりぶー！組合運営

　● 第 16 回「事務所移転時に必要な手続き」について

業界情報

　平成２7 年 5 月　情報連絡員報告

倒産概況

　平成２7 年 6 月　鹿児島県内企業倒産概況

中央会関連主要行事予定
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特集　すべての女性が輝く社会づくりに向けて

【男女共同参画社会とは】
　男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思
によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって
男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、
かつ、共に責任を担うべき社会」です。（男女共同参画社会基本法第２条）

近年、「男女共同参画社会」という言葉をよく耳にしますが、
どういう社会のことを指すのですか？

　安倍政権の最重要課題の一つとして「女性が輝く社会」をつくることが掲げられています。
　6月4日の衆院本会議では、企業や自治体に女性の登用目標の設定を義務付ける「女性活躍
推進法案」が全会一致で可決され、参議院での審議を経て今国会で成立する見通しです。
　このような中、女性の活躍を促進するには、男性と女性それぞれにとってwin-winな社会に
していくことが重要です。
　そこで本特集では、すべての女性が輝く社会づくりに向けた政府の動きや、本県女性の活躍
状況、中小企業が女性を雇用するメリットを紹介します。

≪内閣府のHPより引用≫

すべての女性が輝く社会づくりに向けてすべての女性が輝く社会づくりに向けてすべての女性が輝く社会づくりに向けて
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すべての女性が輝く社会づくりに向けて　特集　

　1.　すべての女性が輝く社会づくりに向けた政府の動き～平成27年版男女共同参画白書から～
【女性の力はわが国最大の潜在力】
　第２次安倍内閣では、女性の力を「我が国最大の潜在力」と捉え、我が国の成長戦略の中核に位
置付け、以下の様々な取り組みを進めている。
　•　�「日本再興戦略」（平成25年６月閣議決定）に基づく、待機児童解消のための保育所の整備や

保育士確保、育児休業給付の拡充等
　•　�「『日本再興戦略』改訂2014」（平成26年６月閣議決定）に基づく、「放課後子ども総合プラ

ン」の策定、「子育て支援員」の創設、新たな法的枠組みの検討、働き方に中立的な税制や社
会保障制度への見直しに向けた検討等

　•　�「輝く女性応援会議」及び「女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム」（WAW！）の開催
等、全国的なムーブメントの創出

　•　�「すべての女性が輝く社会づくり本部」の設置及び「すべての女性が輝く政策パッケージ」の策定
　•　「暮らしの質」向上検討会の開催

【新たな法的枠組みの構築】
　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案」では、働くことを希望する女性が、職業生
活において、その個性と能力を十分に発揮して活躍できるよう、国及び地方公共団体が必要な施策を
策定し、実施することに加え、事業主が女性の活躍推進に向けた取組を自ら実施することを促すため
の新たな枠組みを設けている。具体的には、政府による基本方針の策定、地方公共団体による推進計
画の策定、事業主による自らの事業における女性の活躍状況の把握、改善すべき事情の分析、数値目
標の設定を含む行動計画の策定・公表、女性の職業選択に資する情報の公表等を求めている。
　常時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主については「義務」、常時雇用する労働者
の数が300人以下の一般事業主については、事務負担への配慮の観点から「努力義務」としている。

【地域の取組の重要性】
　政府の取組の影響もあり、女性の活躍推進に向けた社会の気運は大きく高まってきた。また、経
済の好転とも相まって、平成24年から26年にかけて、女性の就業者数（年平均）は75万人、生産年
齢人口（15～64歳人口）に占める就業率（年平均）は2.9ポイントの伸びとなった（図１）。

図１　男女別の就業者数及び就業率（平成16→26年）
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特集　すべての女性が輝く社会づくりに向けて

　一方で、女性の非労働力人口のうち就業を希望する者は303万人（平成26年）にのぼり、潜在力
としての女性の力はまだ大きいと言える。
　今後、女性が家庭、地域、職場等あらゆる場で能力を発揮できる環境整備を進めることが必要で
あり、各地域がその実情に応じて主体的な取組を進めていくことが一層重要になってくると考えら
れる。

　2.　地方の経済分野における女性の活躍
【女性の起業は中国・四国・九州地方で多い傾向】
　女性の有業者に占める起業者の割合（平成24年）を都道府県別に見ると、中国地方、四国地方及
び九州地方で全国平均を上回る県が多い。
　株式会社日本政策金融公庫が融資をした企業を対象とした調査により、起業者の開業直前の職業
を見ると、女性では、前職が「非正社員」や「専業主婦」といった、事業運営の経験が少ないと考
えられる者が3割近くを占めている。また、開業の動機を見ると、女性の起業者は男性と比較して、
「年齢や性別に関係なく仕事がしたかった」、「趣味や特技を生かしたかった」等の割合が高い。
女性の起業は、地域経済の活性化につながるとともに、女性の能力発揮や自己実現の場としても重
要と考えられる。

【管理的職業従事者の女性割合は近畿地方以西で高い傾向】
　管理的職業従事者に占める女性の割合を都道府県別に見ると、近畿地方以西では全国平均
（13.4％）以上のところが多い（図２）。

図２　管理的職業従事者に占める女性割合（都道府県別，平成24年）

全国平均　13.4％

鹿 児 島　12.7％
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すべての女性が輝く社会づくりに向けて　特集　

【女性の昇進意欲は制度や条件により高まる可能性】
　働く男女の昇進に対する意識は、正社員及び非正社員のいずれにおいても、「昇進したい」とす
る者の割合は、男性より女性の方が低い。しかし、女性は「昇進制度や昇進するポストがない」と
する者の割合が男性よりも高いこと等を考慮すると、昇進制度や昇進の条件によっては、女性の昇
進意識も高まる可能性がある（図３）。

　3.　中小企業が女性を積極登用する際のメリット
①多様化する消費者のニーズに的確に対応
　一般的に、商品等の購入決定権の多くは女性が持っていることから、女性は消費者のニーズの代
弁者となりうる。このため、女性が多い企業では、市場ニーズや消費者動向を円滑に掴むことがで
き、消費者ニーズを踏まえた商品やサービスを企画することで、販路拡大を図ることが可能となる。

②多様性にあふれるマネジメント層の導入
　働く社員のモチベーションの源泉が多様化している中、様々な視点を踏まえたマネジメントの必
要性が高まっている。そこで、マネジメント層に女性を活用することで、円滑な職場環境の改革が
期待できる。

③職場のイメージアップ
　女性を管理職に登用している企業は、「頑張る人が報われる」「福利厚生がしっかりしている」
「社員を大切にする」といったイメージが強いので、男女を問わず優秀な人材を採用できるチャン
スが高まる。

　男女共同参画白書では、ここで紹介した以外にも、様々なデータ
や取組事例を紹介しています。詳しくは、内閣府ホームページを御
覧ください。
《内閣府男女共同参画局ＨＰ》
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/index.html

図３　現在の職場で昇進したいか（男女別，雇用形態別）
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暑中お見舞い申し上げます
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暑中お見舞い申し上げます

代表理事 有　村　興　一
組 合 員 一 同
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暑中お見舞い申し上げます

国産材原木丸太・製材製品
なんでも揃う木材市場
鹿児島県木材銘木市場協同組合

理事長　　柴  立  鉄  彦

〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町 3 番地 35 号
T E L ： 0 9 9 - 2 6 8 - 5 1 3 1

F A X ： 0 9 9 - 2 6 8 - 5 2 1 0
Ｅメール ： meiboku@po5.synapse.ne.jp

一般社団法人

南九州産業団地協同組合  
代表理事 下 園 廣 一 

組 合 員 一 同 

〒891-0131 鹿児島市谷山港二丁目 2 番地 8 

TEL 099-261-0733 

FAX 099-261-0739 
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暑中お見舞い申し上げます

鹿児島県農業機械商業協同組合
理事長　田　中　俊　實

組合員一同

〒899-6405　霧島市溝辺町崎森973-1

ＴＥＬ　0995-58-4713

ＦＡＸ　0995-40-2142

組 合 員 一 同 

市　丸　隆二郎

鹿児島県遊技業協同組合

協同組合 鹿児島ウッディホームビルダー協会
理事長　下　津　春　美

組 合 員 一 同

〒891-0115　鹿児島市東開町13番地30
TE L　099-269-7113
FAX　099-268-0385
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暑中お見舞い申し上げます

東日本地区本部
西日本地区本部

〒150-0021

〒890-0052

東京都渋谷区恵比寿西2ｰ1ｰ7ｰ1001

鹿児島市上之園町24番2号第12川北ビル

TEL 03-3462-2060　FAX 03-3462-2061

TEL 099-285-1400　FAX 099-285-1402

URL http://www. ksb-kumiai. com/　E-mail　info@ksb-kumiai. com

代表理事 山　根　英　司
専務理事 久木留　　　寛

組合員一同

理事長 永徳悦子・組合員一同

鹿児島県運送事業協同組合連合会

名瀬港港湾運送事業協同組合
理事長　里　見　弘　壽

組合員一同

〒894-0035　鹿児島県奄美市名瀬塩浜町17番５号

電話・ＦＡＸ：0997-52-0088

謹賀新年
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暑中お見舞い申し上げます

協業
組合 薩南浄水管理センター

永田　致唯・安達　洋彦・末次　　孝

的場　勝彦・恒森　孝雄・米丸　良行

理　事　長　木　元　　　繁
副理事長　末　永　正　人
副理事長　山　崎　昇　平
専務理事　井　上　正　信

組合員一同
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暑中お見舞い申し上げます

鹿児島市中央卸売市場
青果食品協同組合

組合員一同

南　　省　治

理事長　小　野　隆　三
組 合 員 一 同

理　事　長　丸　元　正　樹

副理事長　丸　山　　　聡

副理事長　山　下　健　次

理事長 池　田　耕　一

鹿児島市上之園町 24-2 第 12 川北ビル 601　TEL　099-255-2672

（鹿 児 島 支 部）
土佐屋生コンクリート㈱
日研マテリアル㈱
喜 入 生 コ ン ㈱
南州コンクリート工業㈱
（中 薩 支 部）
㈱ サ ン ・ エ イ
南国ガイアレミコン㈱
（南 薩 支 部）
薩摩コンクリート㈱
南九州イワタ産業㈱

南国生コンクリート㈱
㈱ガイアテック
鹿児島菱光コンクリート㈱
㈱センテイケイエスプラント事業部
平田コンクリート工業㈱
㈱ 中 馬
日新コンクリート工業㈱

㈱頴娃コンクリート工業
㈱ シ ー ト ッ ク

北薩生コンクリート㈱
加根又レミコン㈱
鹿児島味岡生コンクリート㈱
薩摩コンクリート㈱
南 生 建 設 ㈱
㈱直木生コンクリート工場
㈱ 中 薩

㈱恋島コンクリート
日新コンクリート工業㈱

理事長　塚　脇　　伸

組合員一同

鹿児島県測量設計
コンサルタント協同組合

官公需適格組合

〒890-0066　鹿児島市真砂町48番１号

ＴＥＬ　099-253-9354

ＦＡＸ　099-258-6633

理事長　池　田　琢　哉
組 合 員 一 同
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暑中お見舞い申し上げます

理事長　今　村　　裕

組 合 員 一 同

〒890-0055　鹿児島市上荒田町29番33

ＴＥＬ　099-298-1835

ＦＡＸ　099-298-1836

〒892-0816　鹿児島市山下町17-5
TEL 099-225-8901
FAX 099-225-8761

平成28年３月17日・18日

国内観光活性化フォーラム・地旅博覧会開催

理事長　上　野　耕　作

組 合 員 一 同

（一社）日本砕石協会鹿児島県支部

中　馬　　　浩

鹿児島市建設業協同組合
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暑中お見舞い申し上げます

理事長　新　園　康　男

組合員一同

鹿児島県生コンクリート工業組合
鹿児島県生コンクリート協同組合連合会

 

 

 

 

 

 

鹿児島県砂利協同組合連合会 
 

会 長  島　田　静　雄 

副会長  吉　永　光　行 

組 合 員 一 同 

〒891-0131 鹿児島市谷山港二丁目21番 

 

TEL 099-210-8133 

FAX 099-210-8101 

寺　田　実　三

銘菓 「鹿児島名産かるかん」 を

お土産に是非どうぞ！
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暑中お見舞い申し上げます

 

代表取締役 松岡道雄 

役職員一同  

〒892-0845 鹿児島市樋之口町 8番 2 号 
TEL 099-223-1111(代表)
FAX 099-227-2206

暑中お見舞い申し上げます

マルヤ
ガーデンズ

ニシムタ北ふ頭店

鹿児島市山之口町 4-20　TEL.099-222-0505
http://nisikawa.net/lexton/

●空港リムジン〈天文館〉から歩いて 4分●空港リムジン〈天文館〉から歩いて 4分

価値が分かるあなたへ・・・
ほんの少しだけの贅沢をしてみませんか。

至天文館

山之口本通り

パース通り

二
官
橋
通
り

甲
突
川

加
治
屋
町

ナ
ポ
リ
通
り

Ｊ
Ｒ
鹿
児
島
中
央
駅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事長 後 藤 孝 行 
役 職 員 一 同  

〒892-8586 鹿児島市名山町 1 番 23 号 

T E L -223-0141 

FAX 099-222-82

099

96 

鹿 児 島 信 用 金 庫  
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中央会の動き

商工中金協力会講演会を開催
〜元・刑事が教える！ビジネスに役立つ交渉術・説得術〜

　６月24日、鹿児島市の「城山観光ホテル」で、本会と商
工中金鹿児島支店が「商工中金協力会講演会」を開催した。
　小正芳史会長の挨拶に続き行われた講演会では、株式会
社ClearWoods代表取締役の森透匡氏が「元・刑事が教える！
ビジネスに役立つ交渉術・説得術」と題し、講演を行った。
　森氏は、警部として主に知能犯・経済犯の捜査をおよそ
20年にわたって担当してきた。その中でも選挙違反事件、
贈収賄事件、大規模詐欺や業務上横領事件などの取り調べ
を担当する中で、人間心理やウソの見抜き方を体得した。
講演会の概要は、以下のとおり。
○ ウソや人間心理の見抜き方
　ウソとは事実に反する事柄の表明であり、過失や無知ではなく故意になされたものをいう。ウソ
をつくと行動・言動にサインが出るためそれを見逃さないことが重要である。人間心理を読む場合
の着眼点としては、自律神経信号（汗をかく、顔色が変わる）、表情、言語などがあるが、自律神
経は表情や言語と異なり簡単にコントロールできないため、最も信用できる情報である。
　具体的にウソを見抜くには、質問に対する相手の反応から、ウソのサインを見つけることが必要
で、行動のウソのサインとしては「①質問から返答までの反応が遅れる、②顔に手をやる、③ネク
タイをいじる、④肩が揺れる」等がある。また、言動のウソのサインとしては「①はっきりと否定
しない返答をする、②聞き取りのプロセス等に疑問を言う」等が挙げられる。
○ 怪しい取引先の見抜き方
　怪しい取引先に対抗し、会社を守るために最も重要なのは、詐欺や不正に関する知識を増やすこ
とである。全く未知の企業と取引する場合には、まず情報収集を怠らないこと、そして実際に会社
を訪問し社長や担当者に会うことを徹底することが必要である。取引のきっかけや商品知識、従業
員の態度等に違和感が 3つ以上あれば取引を中止するなど、慎重に交渉を進めることが賢明である。
○ 自社を防衛する交渉術
　ビジネス上の交渉においては、相手の言動に注意を払い、会社概要やホームページが不自然でな

いか確認すること、違和感を感じたら登記簿謄本等を取得
することで情報を入手すること、またビデオや IC レコー
ダー等を活用して証拠を残しておくこと、理屈で負けそう
なときには議論しないこと、危険を感じた際には躊躇なく
警察を頼ること等が非常に重要である。
　最後に講師は、「現代では詐欺が横行しているが、防ぐこ
とができるものも多数ある。ウソの見抜き方に留意し、情
報収集と知識を持って交渉に臨み、自社を守り、安全なビ
ジネスを行ってほしい。」と述べ、講演を締めくくった。
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中央会の動き

　６月16日、鹿児島市の「ホテルレクストン鹿児島」
で、鹿児島市中央卸売市場青果食品協同組合（南省治
理事長）を対象に、「決算書の読み方と財務分析につ
いて」と題し、講習会を開催した。
　講師に山下丞税理士事務所�所長の山下丞税理士を
招聘し、決算書を読む上でのポイントや経営分析の重
要性について学んだ。
　山下氏は「決算書を作成する目的は、自社を守る証
拠作りの他に、倒産を防止し、戦略的に生き残ってい
くことにある。そのためにも、経営者自らが会計を十分に理解し、会計数値を基に経営状況を的確
に把握できることで、利益を安定的に生み出す体質に変革を遂げ、経営強化を図っていくことが重
要である。」と述べ、会計面で企業を強くするポイントとして「①毎月の業績を翌月早々には把握
するなど現状認識に努める、②PDCAサイクルを繰り返すなど将来を見通した計画を立案する、③
税理士と積極的にコミュニケーションを取る、④決算の内容を自身の言葉で金融機関等に説明でき
るようになる、⑤経営革新計画の承認を受け、毎月の金利ダウンを実現する」�等を積極的に実施し
ていくことが大切であると話した。
　最後に「決算書の理解は、自社の経営力向上はもとより取引先の健全性を把握するためにも有効
な手段であるので、積極的にチャレンジしてほしい。」とアドバイスを送り、講習会を終了した。

　６月23日、鹿児島市の「小正醸造株式会社」で、入
来温泉水研究会（小正芳史研究会会長）を対象に地域
資源振興研究会を開催した。
　始めに講師の兵庫県立大学大学院�客員教授の勝
瀬典雄氏より「鹿児島県の地域資源であるミネラル
ウォーターの活用策と販路拡大について」と題し、基
調講演が行われた。
　勝瀬氏は「ミネラルウォーターは、全国各地でオリ
ジナル商品が販売されているため、低価格化を行う
だけでは収益低下や商品差別化といった課題の解決は難しい。」と説明し、「温泉水と『食品や飲
料』等を効果的に組み合わせて販売し、温泉水の付加価値を高めることで、必然的に売れる体制を
整備していくことが地域創生の観点からも大切である。」と述べた。
　さらに「地域の人から賛同を得られて、初めて素材は地域ブランドとなる。そこで、まずは携わ
る人々の合意形成を十分に図り、その上で効果的な戦略を立てることが重要である。」と地域資源
を活用する上でのアドバイスと、本年は地域創生元年と言われており、今後、積極的な自治体には
補助金を重点的に配分する予定である旨説明があった。
　引き続き行われた意見交換会では、本研究会の方向性やマーケット戦略の重要性など活発な議論
が交わされた。

決算書の読み方と財務分析について学ぶ講習会を開催
〜鹿児島市中央卸売市場青果食品協同組合〜

ミネラルウォーターの活用と販路拡大のための研究会を開催
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中央会の動き

第 28 回中央会青年部会チャリティボウリング大会

　６月６日、鹿児島市の「T-MAX�BOWL」において、鹿
児島県中小企業団体中央会青年部会（有川裕幸会長）が
「中央会青年部会チャリティボウリング大会」を開催した。
　本大会は、青年部会員相互の交流と親睦を図るために例
年開催しており、今回で28回目の開催となった。
　当日は、10チームが参加し、「団体の部」と「個人の
部」で優勝を争い、大いに盛り上がった。
　熱戦の結果は次のとおり。

「団体の部」
　　優　勝：鹿児島県トラック協会青運会
　　準優勝：鹿児島県パン工業(協)青年部
　　第３位：鹿児島市中央卸売市場青果食品(協)青年部

「個人の部」
　　優　勝：森淳一郎（鹿児島県トラック協会青運会）
　　準優勝：有川裕幸（鹿児島県建設業青年部会）
　　第３位：堀之内誠（鹿児島県トラック協会青運会）

　なお、本大会の収益金は毎年年末に実施している「青年部会ボラ
ンティア事業」に充てられ、県内の特別支援学校や児童養護施設の
子供たちの日常生活や勉学等に役立ててもらうことを目的に、学用
品や日用品を贈呈している。 優勝した県トラック協会青運会

有川会長による始球式
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中央会の動き

　６月30日、全国中小企業団体中央会は、ANAインターコンチネンタルホテル東京（東京都港区）

で、平成27年度通常総会を開催した。

　本通常総会では、平成26年度決算関係書類及び事業報告書並びに平成27年度事業計画及び収支予

算等の承認を受けたほか、任期満了による役員改選が行われ、鶴田欣也会長が退任し、新たに大村

功作会長（東京都中小企業団体中央会会長）が選出された。

　また、本会の小正芳史会長が副会長に選任された。

　今回選出された会長、副会長、専務理事及び常務理事は次のとおり。

【全国中小企業団体中央会役員名簿（理事・監事は省略）】

会　　長　大  村　功  作（東京都中小企業団体中央会会長）

副 会 長　蝦  名　文  昭（青森県中小企業団体中央会会長）

　　〃　　　森  　　　  洋（神奈川県中小企業団体中央会会長）

　　〃　　　鶴  田　欣  也（愛知県中小企業団体中央会会長）

　　〃　　　中  村　　  孝（兵庫県中小企業団体中央会会長）

　　〃　　　杉  谷　雅  祥（島根県中小企業団体中央会会長）

　　〃　　　国  東　照  正（香川県中小企業団体中央会会長）

　　〃　　　小  正　芳  史（鹿児島県中小企業団体中央会会長）

　　〃　　　山  本　明  弘（全国信用協同組合連合会会長）

専務理事　髙  橋　晴  樹（専従）

常務理事　加  藤　篤  志（専従）

小正会長が全国中央会の副会長に就任！
〜全国中央会が通常総会を開催〜

就任挨拶をする大村新会長

全国中央会副会長に就任した小正会長
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組合運営のスペシャリストを目指そう！⑨  ～中小企業組合検定試験問題にチャレンジ～

第16回「事務所移転時に必要な手続き」について第16回「事務所移転時に必要な手続き」について第16回「事務所移転時に必要な手続き」について

現在の組合事務所が手狭となったため、近日中に

移転を検討しています。

移転に際して、どのような手続きが必要でしょうか。

登記は、移転後２週間以内に申請する

必要があるぶ～

◆　まず、定款で事務所所在地に関する規定を確認してください。

◆　定款には、「本組合は、事務所をＡ市（町・村）に置く。」と、最小行

政区画（市町村名）まで記載されているケースが多いと思われます。

【移転先が定款規定の範囲内（Ａ市（町・村）内）である場合】

◆　理事会を開催し、事前に「移転先」及び「移転日」を決議してください。

◆　移転後に、法務局に事務所移転に係る登記申請を行います。

【移転先が定款規定の範囲外（Ｂ市（町・村））である場合】

◆　最初に、総会で定款を次のとおり変更する旨決議を行い、行政庁に対

して定款変更認可申請を行います。

　　　第○条　本組合は、事務所をＢ市（町・村）に置く。

◆　定款変更が認可されましたら、理事会にて「移転先」及び「移転日」

を決議した上で、移転後に登記の申請を行います。

～移転後速やかに事務所所在地変更届2通を中央会まで提出してください～

教えてぐりぶー！組合運営

はい！お答えします！はい！お答えします！

組合運営のスペシャリストを目指そう！⑨
〜中小企業組合検定試験問題にチャレンジ〜

　次に掲げた文章について、正しいものには○印を、誤っているものにはX印を解答
用紙の解答欄に記入してください。　　　　　　　　　　　　　　  　（解答はP26に記載）

1.　事業協同組合は加入・脱退が自由であるため、計画的に組合員の構成を整えるのは難しい。

2.　代表理事は、組合業務執行の最高責任者として、必ず組合員の中から選ばれなければなら

ない。

3.　商工組合は、出資、非出資を問わず経済事業と非経済事業を行うことができる。

4.　事業協同組合の実施する共同事業は、結果的に一部の組合員が利用することとなっても、

利用の機会が公平に組合員全員に与えられるようになっていれば問題はない。

5.　共同生産・加工事業において、施設を効率的に稼働させるためには、受注・委託が断絶す

ることなく一定量が確保され、継続操業を行えるよう計画する必要がある。

6.　商工組合の行う指導事業は、中小企業のみを対象として限定して実施する必要はない。

7.　共同仕入事業のうち「見込仕入」の方法は、多くの場合、組合員の了承を得ないで行うこ

ととなるため違法である。

8.　総会への決算関係書類及び事業報告書の提出に当たっては、監事の監査を受けた上で理事

会の承認を受けなければならない。

9.　組合の員外監事は、公認会計士、税理士の資格を有するものから選出しなければならない。

10. 教育・情報提供事業を行う組合は、次年度における費用に充てるため毎事業年度の剰余金

の10分の1以上を繰り越さなければならない。

【平成26年度中小企業組合検定試験　組合運営第3問】

　中小企業組合士制度は、中小企業組合に従事する役職員の資

質の向上を図るため、その職務の遂行に必要な知識に関する試

験（毎年12月に実施）を行い、合格者の中から一定の実務経験

を有する者に対して、「中小企業組合士」の称号を与える制度

です。皆様の積極的なチャレンジをお待ちしています。

組合運営のスペシャリストを目指そう！⑨
〜中小企業組合検定試験問題にチャレンジ〜



21

中小企業かごしま／2015.7

教えてぐりぶー！組合運営

第16回「事務所移転時に必要な手続き」について第16回「事務所移転時に必要な手続き」について第16回「事務所移転時に必要な手続き」について

現在の組合事務所が手狭となったため、近日中に

移転を検討しています。

移転に際して、どのような手続きが必要でしょうか。

登記は、移転後２週間以内に申請する

必要があるぶ～

◆　まず、定款で事務所所在地に関する規定を確認してください。

◆　定款には、「本組合は、事務所をＡ市（町・村）に置く。」と、最小行

政区画（市町村名）まで記載されているケースが多いと思われます。

【移転先が定款規定の範囲内（Ａ市（町・村）内）である場合】

◆　理事会を開催し、事前に「移転先」及び「移転日」を決議してください。

◆　移転後に、法務局に事務所移転に係る登記申請を行います。

【移転先が定款規定の範囲外（Ｂ市（町・村））である場合】

◆　最初に、総会で定款を次のとおり変更する旨決議を行い、行政庁に対

して定款変更認可申請を行います。

　　　第○条　本組合は、事務所をＢ市（町・村）に置く。

◆　定款変更が認可されましたら、理事会にて「移転先」及び「移転日」

を決議した上で、移転後に登記の申請を行います。

～移転後速やかに事務所所在地変更届2通を中央会まで提出してください～

教えてぐりぶー！組合運営

はい！お答えします！はい！お答えします！
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業界情報

【味噌醤油製造業】

５月の連休後、商品の動きが一層鈍ったようである。
暑い季節の到来とともに製品原料の値上げもついに
本格化するところまで来てしまった。

【酒類製造業】

(平成27年４月分データ)　　　　　　（単位㎘・%)

区　分 H26.4 H27.4 前年同月比

製成数量 13,968.7 10,236.5 73.3

移出
数量

県内課税 3,809.4 4,276.0 112.3

県外課税 5,674.2 6,596.4 116.3

県外未納税 3,323.5 3,096.0 93.2

在庫数量 222,799.1 237,253.4 106.5

【漬物製造業】

値上げも終わり、出荷も安定してきた。
【蒲鉾製造業】

大型連休で県外の旅行者も多かったが、台風６号
の接近で中旬の売上げが悪かった。全体でみると昨
年並みである。原材料の鮮魚は、５月に入り昨年並
みの水揚げであったが、スケソーのスリミは値上げ
があり、同月比30％位の高値である。円安等の影響
で副資材・主原料が値上げとなり利益は出ない現状
である。

【鰹節製造業】

原料価格が少し安定してきている。また、在庫数量
が幾分減少してきているので収益状況は少しずつ
持ち直してきてはいるが、まだ業界の景況が好転し
たとは言い難い。

【菓子製造業】

「子どもの日」「母の日」など行事が多い月では
あったが、気温が例年より高く、お菓子の売れ行き
はあまりよくなかった。

【茶製造業】

二番茶の最盛期であり、共販実績は前年度同月比
売上高87％であった。

【本場大島紬織物製造業（奄美地区）】

平成27年５月の大島紬生産反数は349反であった。
平成26年５月は439反であり、前年同月比は90反の
減である。

【木材・木製品製造業】

梅雨入り間近の５月最終市もかつてないほどの低調
な市であった。「安い、売れない、仕事がない」と

買い方の買気は沈むばかり。業界専門紙でも全国的
な木材市況の低調を毎回報じている。いよいよ県下
や近県において木質バイオマス発電所が稼働を始
め、原木丸太の流通も変わりつつあり、地域密着型
の製材所や工務店は近年にない危機感と警戒感に
動揺の気配が強まりつつある。

【木材・木製品製造業】

業界の大方の話は、引き合い減少、売り上げ減少と
いう声が強く、需要の鈍さは相変わらずだとの声が
多い。しかしながら、底入れ感もでてきており、今
後の需要回復に期待する声もある。木材の需要の
太宗を占める新築着工戸数は、今後減少していくの
は目に見えている。新たな需要を生み出さねばなら
ない。その分野はリフォーム市場であったり、内装
分野であったり、商業施設であったりと多岐にわた
る。業界も嘆くのは止めて世の中の変化に応じた新
規分野に挑戦してもらいたい。

【生コンクリート製造業】

出荷量は101,905立米（対前年同月比75.0％）であっ
た。特に減少した地域は、鹿児島、串木野、姶良
伊佐、大隅、南大隅、奄美南部、甑島、喜界島で
ある。特に増加した地域は、川薩、宮之城、種子島、
屋久島である。官公需は41,275立米（対前年同月比
58.4％）、民需は60,630立米（対前年同月比86.4％）
であった。官公需、民需ともに大幅な減少となり、
対前年同月比は近年で最大の落込みとなった。

【コンクリート製品製造業】

５月度の出荷トン数は4,507トン、前年同月比66.2％
となった。南薩地区を除く全地区で減少しており、
特に鹿児島、熊毛、大隅地区は前年同月比40％台と
なっている。５月度の受注も芳しくなく、業界の厳
しい状況が続いている。

【機械金属工業】

新年度に入り、一部で引き合いが活況を呈している。
【印刷業】

５月、組合の通常総会が開催され、数十年ぶりに組
合費の賦課方法が改定された。減少傾向にある組合
員数だが、時代に即した賦課方法への改定で、新規
組合員加入もあり、組合の組織力を生かした行政へ
の働きかけや交渉等を積極的に行っていきたい。

業界情報（平成27年５月情報連絡員報告）

製　造　業
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業界情報

【卸売業】

円安の影響から販売価格は上昇するも、総じて前
年同月比減収と不振であった。GWが業績面に好影
響を与えず、一進一退の感がある。新製品、新商品、
新サービスなど変化がないことが、消費喚起に結び
付かない。

【燃料小売業（LPガス）】

５月の原料価格は、４月比５ドルの上昇になった。
ただ下がり続けていた原油価格が持ち直しつつあり、
今後の推移が注目される。小売価格は、依然として
下げ傾向にあり、しばらくは低水準で推移するもの
と思われる。最近の動向としては、大手卸事業者の
鹿児島県からの撤退があったことと人口の自然減に
よる供給戸数の減少が悩ましいところである。

【中古自動車販売業】

需要期を過ぎ、厳しさを増してきた。梅雨から夏場
と厳しい時期を迎えるので今後が懸念される。

【農業機械小売業】

圃場での機械による死亡事故を防ぐため農家の方々
にチラシ、ステッカーを配付している。農作業安全
運動の一環であるが、今年は暑さに対する注意喚起
も行い、あらゆる角度から事故を未然に防ぐ体制を
とっている。

【石油販売業】

原油コストは値上がりが続いている。従って元売りの
仕切り価格も引き上げられた。一方、小売価格は小
幅な転嫁が続いているものの、マージンの回復には
至っていない。需要は依然として低迷が続いている。

【商店街（霧島市）】

商店街の５月の売上高は前年比同等の状況であった。
今月は地元商店通り会など様々な団体の総会があっ
た。また、秋の国民文化祭や日本ジオパーク全国大
会など様々な事業の実行委員会も本格的に立ち上が
り、国分の中心商店街は夏まつりを皮切りに11月ま
でイベントで賑わいそうである。

【商店街（鹿児島市/天文館地区）】

GW期間中は売上の増加した店舗もあったようだが、
期間が過ぎるとその反動で売上が減少した店舗がほ
とんどであった。結果的に売上が減少するという状
況になったようだ。

【サービス業（旅館業/県内）】

本年の５月の連休はカレンダーにも恵まれまずまず
好調だった施設が多かったが、連休以降は例年より
客数が減少している傾向にあるようだ。昨年の観光
動向調査等を見ると、国内からの観光客が減少した
分を近隣諸国からの外国人観光客の増加分が補って
おり、全体的に底上げしていたようである。本年も
その傾向は続くとみられており、受入れる環境のよ
り一層の整備等を早急に各機関で取り組まねばなら
ないと思う。

【美容業】

５月はGWもあり美容室はゆっくりした月である。
連休や繁忙期前は何をしても来店を促す事は難しい

ので、４月からの教育体制を再度立て直したりする
などスタッフに目を向けたフォローに努めている。

【旅行業】

対前年同月比は119％であった。今年のGWも東京を
中心に家族旅行の需要が多かった。また、関西方面
もUSJを含めJR利用も増加の兆しが見える。九州内
はハウステンボスの人気が高い。県内の観光地はマ
イカー利用の日帰りが多い。夏に向けても問い合わ
せ等の明るい兆しが見えるので集客に期待したい。

【建築設計監理業】

依然としてホテルやマンション等から耐震関連の問
い合わせや見積依頼があるが、なかなか受注に結び
付いていない。公共事業については、６月議会後の
発注に期待しているところである。

【自動車分解整備・車体整備業】

５月は連休明けから暇になる傾向があるが、今年は
前年より微増であった。全体的に若干だが回復の兆
しが見える。

【電気工事業】

新年度に入り官庁工事がまだ未発注のため、業界と
しては活況の域にはなっていなく民間工事も低調で
ある。太陽光発電設備は、まだ受注残を抱えており
忙しい状態である。

【造園工事業】

公共事業に依存する業種にて、公園等の樹木の維持
管理や年間の街路樹剪定業務の入札が始まっており
落札業者はその業務にかかっているようである。昨
年、鹿児島市へ業務単価の実情を訴えたが、単価の
引上げは据え置かれた。しかし、現在発注される単
価は見直された金額が反映されており改善が図られ
たようだ。

【建設業（鹿児島市）】

４月から労務単価など５％位引き上げられたが、新
年度になり例年の繰越工事が発注されず、現在組合
員の手持工事が殆どなく厳しい状況である。建設業
界は人手不足であるが、中央へ人材が就職する傾向
にある為、若年者の採用は地元企業には難しい。

【貨物自動車運送業】

５月に入り、燃料価格は上昇ぎみであった。また、
春の全国交通安全運動が始まり、各運送会社は飲酒
運転根絶及びシートベルトの正しい着用などについ
て周知徹底を図った。

【運輸業（個人タクシー）】

GWがありお客様の動きは少し良かったが、後半は
通常通りであった。

【運輸・倉庫業】

GW等で休みが多く稼働日が少ない状況の中、天候
に恵まれた青果物（野菜・お茶）は順調に出荷され
た。今後は桜島の降灰による影響が懸念される。中
旬以後の一般雑貨物に関して荷動きは低調で、燃料
価格はジリジリと上昇中である。ドライバー不足は
続いており、平均年齢が上がってきている。

非　製　造　業
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倒産概況

平成27年6月　鹿児島県内企業倒産概況
（負債額1,000万円以上・法的整理のみ）

㈱帝国データバンク　鹿児島支店

件数４件　負債総額３億7,600万円
〔件数〕前年同月比4件減　〔負債総額〕前年同月比80.2％減

【各要因別】

　・業種別では、「建設業」１件、「製造業」１件、「小売業」１件、「サービス業」１件。

　・主因別では、「販売不振」４件。

　・資本金別では、「100万円以上1,000万円未満」２件、「1,000万円以上5,000万円未満」２件。

　・負債額別では、「1,000万円以上5,000万円未満」２件、「１億円以上５億円未満」２件。

　・態様別では、「破産」４件。

　・業歴別では、「５年以上10年未満」１件、「30年以上」３件

　・地域別では、「鹿児島市」３件、「霧島・姶良地区」１件。

【ポイント】～倒産件数は前月より２件減少したが、負債額では僅かに上回る結果となった～
・６月の倒産件数は前月を２件下回る４件であったが、負債額１億円超の倒産が２件発生しており、

前月の３億4,500万円から３億7,600万円に増加した。

・地区別でみると４件中３件が鹿児島市、１件が姶良市、業種別にみると建設業、製造業、小売業、

サービス業が各１件ずつとなった。

・倒産の態様でみると４件全てが破産であった。
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倒産概況

【今後の見通し】

　６月の倒産件数は４件であり、件数だけでみる

と平成27年に入り、３月同様に最も少ない形と

なった。前月に比べると１億円超の負債額が２件

発生しているものの平成27年に入ってからは負債

額10億円超となる大型倒産の発生はない。

　業種別でみると特に偏りはないが、従業員10名

未満の小規模企業の倒産が大半を占める。

　平成25年７月を最後に倒産件数は１桁に留まっ

ており、結果的には沈静化の形になっているが、

金融機関からの支援を受けがたい小規模業者の自

然淘汰が進んでいる印象もある。

　平成27年に入り大型倒産の発生はなく、件数・

負債額ともに減少傾向にあることは確かである。

その背景には金融機関の積極的な支援といったも

のも要因としてあげられよう。

　前年４月以降は消費増税の反動によって実績を

大きく落とした卸、小売業者もあったが、今年は

各地で発行されているプレミアム付商品券なども

消費需要を喚起させる材料としてあげられる。

　ただし、特に業種的な偏りはないものの、順調

に業績を伸ばしている企業と､低迷を続ける企業

との格差は拡大している様子も窺え、今後の天候

条件次第では観光業などにも影響を及ぼす可能性

もある。

　従って再度、件数、負債額ともに増加に転じる

可能性は残っており、当面の動向を注視したいと

ころである。

平成27年６月企業倒産状況（法的整理のみ）

企業名 業　種 負債総額
（百万円） 態　様

（株）Ａ 広告代理業 180 破産

（有）Ｎ 薩摩焼製造 40 破産

（有）Ｏ 化粧品小売 16 破産

Ａ（株） 管工事 140 破産

４件　３億7,600万円
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中央会関連主要行事予定

中央会関連主要行事予定
平成27年８月

５日(水)

16：00

地域別交流懇談会（霧島・姶良地区）
霧島市「ホテル国分荘」

７日(金)

13：30

創業・起業セミナー
鹿児島市「ホテルレクストン鹿児島」
※詳細は右記を参照

18日(火)

16：00

地域別交流懇談会（さつま地区）
さつま町「ひかり別館」

21日(金)

14：00

女性キャリアアップセミナー・レディース交流会
鹿児島市「ホテルレクストン鹿児島」

26日(水)

16：00

地域別交流懇談会（川薩地区）
薩摩川内市「川内ホテル」

創業の秘訣は「人とのつながり」の積み重ね
～心をつかみファンになっていただくコミュニケーション術～

☆講　師　M＊Fleur（エムフルール）
　　　　　代表　田巻華月(たまきかつき) 氏
　　　　　(元鹿児島放送アナウンサー  大平かつき 氏)

☆日　時　平成27年8月7日（金）
　　　　　13：30～15：30
☆場　所　鹿児島市「ホテルレクストン鹿児島」
☆参加費　無料

【お問い合わせ】　総務企画課

■開催日　平成27年11月20日（金）
　　　　　13：00～16：30
　☆第一部　表彰式（13：00 ～ 13：55）
　☆第二部　議事等（14：55 ～ 16：30）
■開催地　沖縄県
　「沖縄コンベンションセンター」

（沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1）
※ 　全国大会ツアーの詳細が決まり次第、ご

案内します。
　　たくさんのご参加お待ちしています。

【お問い合わせ】　総務企画課

創業・起業セミナー

第67回中小企業団体全国大会

  

〜 

編
集
後
記 

〜

　

暑
中
お
見
舞
い
申

し
上
げ
ま
す
。

　

四
月
よ
り
「
中
小
企

業
か
ご
し
ま
」
の
業
界

情
報
の
ペ
ー
ジ
を
担

当
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
し
た

連
携
情
報
課
の
田
中

と
申
し
ま
す
。

　

今
年
の
梅
雨
は
大

雨
続
き
で
し
た
が
、
先

日
や
っ
と
梅
雨
明
け

が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

い
よ
い
よ
夏
も
本
番

で
す
。

　

夏
と
言
え
ば
夏
祭

り
で
す
。

　

私
は
毎
年
、
地
元

霧
島
市
の
夏
祭
り
に

行
き
ま
す
。
夏
祭
り

で
必
ず
買
う
の
は
「
冷

や
し
パ
イ
ン
」
で
す
。

今
年
も
た
く
さ
ん
食

べ
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
、
と
て
も
満
足
し

て
い
ま
す
。

　

夏
祭
り
に
行
か
れ

る
際
は
、
皆
様
交
通
事

故
等
に
十
分
お
気
を

つ
け
て
、
お
楽
し
み
く

だ
さ
い
。

（
連
携
情
報
課　

田
中
）

表紙・本文中で登場する

ぐりぶー・さくらとその

子供たちは鹿児島県の

ＰＲキャラクターです♪

©鹿児島県ぐりぶー・さくら＃ 195

P20　組合のスペシャリストを目指そう！
～中小企業組合士試験問題にチャレンジ～の解答

1「○」 2「×」 3「×」 4「○」 5「○」
6「○」 7「×」 8「○」 9「×」10「×」






